
   
 

   
 

【令和５年７月 14日時点】 
  
  

 
 

令和５年産 水田活用予算に係るＱ＆Ａ 

 

・水田活用の直接支払交付金（Ｒ５当初） 

・畑地化促進事業（Ｒ４補正） 
 

  
 
1. このＱ＆Ａは現時点における方針・考え方を整理したものです。 

2. 当省においては、このＱ＆Ａを含め、可能な限り早期の情報提供に努めてまいりますので、今後変更等があり得ることも前提にしつつ適宜、地

域段階や現場段階への説明や推進活動を始めていただきたいと考えています。 

 

令和５年７月 

農産局企画課水田農業対策室  
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５－３ 畑地化支援は、地目の変更も求められるのか。 
５－４ 畑地化支援は、土地所有者も活用可能か。 
５－５ 耕作者と土地所有者との合意が得られないまま、耕作者の独断で畑地化（交付対象水田から除外）の取組を行った場合、土地所有者とトラブ

ルになるのではないか。 
５－６ 畑地化支援は、畑地化の取組後５年間の途中で耕作者や所有者が変更となった場合も、当該５年間は水稲以外の販売作物を作付ける要件は

継続するのか。 
５－７ 畑地化支援において、「交付が行われてから５年間」とは、交付された年も含まれるのか。 
５－８ 畑地化支援を活用して交付対象となった農地について、畑地化後６年目以降に水稲の作付けは可能となるのか。 
５－９ 定着促進支援（高収益作物定着促進支援・畑作物定着促進支援）の活用について、水田農業高収益化推進計画の策定は引き続き必須なのか。 
５－10 水田農業高収益化推進計画を策定した場合、支援の活用上メリットはあるのか。 
５－11 畑作物定着促進支援と高収益作物定着促進支援の対象となる年産の考え方いかん。 
５－12 定着促進支援は、支援前後で作付面積を拡大させる必要があるのか。 
５－13 畑作物定着促進支援の対象となる作物の範囲いかん。 
５－14 畑作物には、地力増進作物も含まれるのか。 
５－15 １年目の作付品目が高収益作物で２年目以降は畑作物の場合など、５年間で高収益作物とその他の畑作物の両方を作付ける場合は、高収益

作物定着促進支援と畑作物定着促進支援のいずれも活用可能なのか。 
５－16 定着促進支援と畑地化支援は必ず同時に活用する必要があるのか。 
５－17 定着促進支援は、５年間の取組の途中で耕作者や所有者が変更となった場合も、残りの年数を変更後の者が活用することは可能なのか。 
５－18 農業経営基盤強化準備金と各事業の関係いかん。 

 
６ 畑地化促進事業（運用関係） 

要件確認関係 

６－１－１ 事業の要件を満たせず、地域農業再生協議会が７月 31日までに要件確認通知書を発行できなかった場合、配分対象予定者をどのように

取り扱うのか。 

６－１－２ これまで（昨年度までの水田農業高収益推進助成）は地域における話し合いや合意が行われたことが客観的に確認できる資料の提出を

求めていなかったが、なぜ今回当該資料の提出を求めるのか。 

６－１－３ 要望調査時には、地域における話し合いや合意を行うことを求められていたが、客観的に確認できる資料の提出は示されていなかった。

内報前に話し合いや合意を行っていたが書類として残していない場合、どのようにすれば良いか。 

６－１－４ 配分対象予定者の水田に係る要件確認申請に必要な添付資料について、地域協議会が事前に取りまとめて保有していた場合も配分対象

予定者から要件確認申請時に添付資料として提出してもらう必要があるのか。 

６－１－５ 地域における話し合いや合意について、口頭での確認は可能か。 



   
 

   
 

６－１－６ 団地化の話し合いを行って合意も取ったが、共に団地化する予定の一部の者が配分対象保留者となったため、団地化できずに虫食い状

態となったり、ブロックローテーションに支障が出るおそれがある。この場合、配分対象予定者は交付要件を満たしていると言えるのか。 

６－１－７ 地域農業再生協議会による要件確認が行われる前に既に畦畔撤去等を行ってしまった者がいた場合、どのように取り扱うのか。 

配分対象保留者関係 

６－２－１ 今回配分予定額が通知されなかった者は、支援を受けられないのか。 

６－２－２ 配分対象保留者について６月 30日までに要件確認申請を行う必要があるのか。 

６－２－３ 配分対象保留者は本年秋に予定されている２次配分において再度交付申請書を提出する必要があるのか。 

６－２－４ 配分対象保留者が秋の２次配分においても配分されなかった場合はどうなるのか。 

６－２－５ 配分対象保留者が畑地化促進事業の支援を希望しない場合の取扱いはどうなるのか。 

交付申請関係 

６－３－１ 定着促進支援について、要望調査で一括交付を希望していたが、一括交付で受け取れるのか。 

その他 

６－４－１ ２次配分のスケジュールを知りたい。 

６－４－２ 今回畑地化した者の属する地域農業再生協議会において、産地交付金の影響はあるのか。 
  



   
 

   
 

 問 答 
１－１ 産地交付金の当初配分（基

礎配分）の考え方いかん。 

１ 主食用米の需要が毎年減少すると見込まれる中、需要のある他作物への転換を図

り、需要に応じた生産を進めることが必要です。 

 

２ このため、水田活用の直接支払交付金により、作付転換に取り組む生産者に対する

支援を行ってきたところであり、産地交付金についても、そのうちの１つの助成メニ

ューとして、需要に応じた生産を進め、地域の特色ある産地づくりに向けた取組を推

進するために措置してきたものです。 

 

３ この観点からも、産地交付金の配分手法・配分額については、固定化することな

く、透明性を確保するとともに、需要に応じた生産に向けた作付転換の推進効果を高

めるため、適切に見直していくことが必要と考えています。 

 

４ 一方、令和４年産においては全国で 3.9万 haの作付転換が必要となる中、令和４年

度の産地交付金の当初配分（基礎配分）については各都道府県の前年度の当初配分額

（基礎配分）と同額を配分したところです。 

 

５ 令和５年度においては、産地交付金が作付転換により効果的に活用されるよう、各

都道府県の前年度の当初配分額を基本としつつ、各都道府県における作付転換の実績

や計画に応じて、当初配分の１割程度を上限に配分額を調整することとしています。 

 

６ 産地交付金による助成内容の設定は、国からの配分額の範囲内で行うことがルール

であり、追加配分を見込んで助成内容を設定することがないよう徹底する必要があり

ます。 

また、助成内容の設定に際しては、特定の品目に対する極端な高単価設定や長期間

にわたり同じ内容の支援の継続を行わないようにするとともに、例えば、支援年限を

設定する、転換初年度の単価を高くし２年目以降の単価は引き下げる設定とするな

ど、作付転換の推進に効果的な支援となるよう、必要な見直しを行っていただくよう

お願いします。 



   
 

   
 

 問 答 

１－２ 産地交付金の不用額の取扱

いいかん。 

１ 産地交付金の支払いは、年度末に支払いを行う地域が多い中、円滑な支払い手続きを

図るため、２月末を目途に支払額を確定させるようお願いしているところです。 

 

２ 確定後に配分額に不用額が生じた場合には翌年度の追加配分の際に調整を行う場合

があります。 

 

３ なお、確定後に支払額が増加した場合には、不用額の範囲内で過年度支払いとなる可

能性がありますのでご留意ください。この場合にあっても、不用額に相当する額を翌年

度の追加配分の際に調整を行う場合があります。 

 

 
  



   
 

   
 

 問 答 

２－１ 令和６年産以降、多収品種

には、都道府県知事による

特認品種も含めるのか。 

 

 令和６年産以降の支援体系における「多収品種」については、国の定める多収品種の

ほか、都道府県知事から多収性を有するものとして申請され、地方農政局長等が特に認

めるもの（特認品種）について「多収品種」とみなします。 

２－２ 米粉用米の専用品種の定義

いかん。 

１ 米粉用米の専用品種は、国の委託試験等によって米粉用に育成され、パン・麺への

加工適性が高いことが確認された品種となります。 

 

２ 具体的な品種については、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」の別

紙２の別表に掲載している以下の９品種のほか、都道府県知事の申請に基づき、地方

農政局長等が特に認めるもの（特認品種）となります。 

  

（別紙２の別表に定める品種） 

北瑞穂、ふくのこ、ミズホチカラ、笑みたわわ、亜細亜のかおり、ほしのこ、こなだもん、越のか

おり、あみちゃんまい 

 

（特認品種） 

 あおもりっこ（青森県） 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

２－３ 飼料用米の申請項目の変更

により、飼料用米は実際に

ふるう必要があるのか。 

 

１ これまで飼料用米をふるいにかけたことのない農業者が、実際に、ふるいにかけてい

ただく必要はありません。ふるいにかけない場合は、農林水産統計の当年産水稲の作柄

表示地帯別玄米重歩合（1.70 ㎜ふるい目）の 1.70㎜ふるい上の割合を用いて、ふるい

上の米に相当する収量を計算して申請してください。 

 

２ また、水稲の作柄表示地帯別玄米重歩合（1.70㎜ふるい目）が公表されない場合は、

当該作柄表示地帯が属する都道府県全体の作柄表示地帯別玄米重歩合（1.70 ㎜ふるい

目）を使用してください。 

 

３ なお、農林水産統計の作柄表示地帯別玄米重歩合（1.70ｍｍふるい目）については、

以下のページを参照してください。 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&toukei=00500215&tstat=000001013427&tclass1=000001032288 

 

２－４ 一括管理方式におけるふる

い下米の取扱の考え方いか

ん。 

 ふるい目幅 1.70mm 以上のふるいで調製後に、認定面積で生じる量の範囲内で、ふるい

下米を含めて飼料用米の出荷契約数量とする場合は、当年産水稲の作柄表示地帯別玄米重

歩合（1.70㎜ふるい目）等を用いてふるい下米の数量を適切に算出してください。（小数

点以下切り上げ）。 

 

 
  



   
 

   
 

 問 答 

３－１ 一定期間の水張りの確認にあ

たっては、どのような状態で

あれば湛水していると認める

のか。 

１ 水田機能の確認方法は、現行の要綱に明記されているとおり、水稲作付けにより

確認することを基本としています。その上で 

① 湛水管理を１か月以上行い、 

② 連作障害による収量低下が発生していない 

ことが確認されれば、水張りを行ったとみなすこととしています。 

 

２ このうち、水張りの期間については、天水による一時的な湛水ではなく、用水に

よる湛水状態が持続される期間として１か月以上とすることとしています。 

 

３ なお、１か月以上としているのは、既往の研究結果により、１～４か月程度の湛

水状態で病害虫密度の低減効果（連作障害の軽減効果）が発揮されるとされている

ことに加え、水稲作付けが可能な状態であることを客観的に示す最低限の期間とし

て、１か月以上という期間を設定しているところです。 

 

３－２ 湛水状態における水深等の詳

細な基準はないのか。 

 具体的な湛水の基準はありませんが、水張りは、現行の要綱に明記されているとお

り、水稲作付けにより確認することを基本としていることから、水稲作付けの場合と

同等の湛水管理を行っていただくことが基本です。 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

３－３ 水を張る時期や水張りの確認

方法に関する考え方いかん。 

１ 水張り時期に具体的な時期の指定はありません。水を張る場合の順番や期間につ

いては、現場において十分に検討いただきたいと考えています。 

 

２ たん水管理が十分になされていることを確認するため、水張りの確認は、たん水

期間中に１か月以上あけて２回実施し、それぞれの時点でたん水されていることを

確認してください。 

 

３ また、水田機能の確認は、従来どおり地域農業再生協議会において行っていただ

きます（必要に応じて、地方農政局等が指導・助言を行います。）。確認の時期につ

いては、令和４年度以降の５年に１回、地域における輪作体系を踏まえ、適切なタ

イミングで実施してください。 

 

３－４ 令和４年～８年に一度でも水

張りを行えば、令和９年度以

降は継続して交付対象水田と

して扱われるのか。 

①令和４年度に水張りを行って以降、令和５年度から令和９年度まで水張りを行わな

かった農地については、令和 10年度以降は交付対象水田としない 

②同様に令和５年度に水張りを行って以降、令和６年度から令和 10年度まで水張り

を行わなかった農地については、令和 11年度以降は交付対象水田としない 

といった整理になります。 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

３－５ 連作障害による収量低下が発

生していないことの確認方法

についての考え方いかん。 

毎年度、水田台帳の整理時に交付対象水田の要件確認を行う際に当該ほ場において、 

①過去５年間の収量の推移や病害虫の発生状況等 

②過去５年間の収量と、近傍のほ場における収量性及び作期がおおむね同等の同一作

物の生育状況との比較 

により、連作障害が発生していないかを、地域や作物等に応じて、適切かつ十分に確認

いただきたいと考えています。 

（収量は、客観的に確認できる書類により確認してください。困難な場合は、農業者

等が作成した、ほ場ごとの収量の推移や病害虫の発生状況等に係る記録により確認

してください。）  

３－６ 災害復旧に関連する事業が実

施されている場合は、交付対

象水田から除外されないとの

ことだが、災害発生以降まだ

災害復旧事業が開始されてお

らず水稲作付ができない場合

の扱いいかん。 

 

１ 基本的に災害発生から災害復旧事業完了までの間は、物理的に水稲作付けが困難

であることが想定されますので、災害復旧に係る特例が適用されます。これには東

日本大震災に関連する原子力災害によって営農再開できない農地等も含まれます。 

 

２ 一方、農業者個人や地域としての判断で、水稲作付けに必要な用水路等の復旧を行

わないことを選択している場合もありますので、その場合はケース毎に判断をして

いくことになります。 

３－７ ５年水張りルールについて、

水稲生産に係る育苗ハウスの

設置されているほ場（交付対

象水田）は、５年に一度の水

張りを行わない場合、交付対

象水田から除外されるのか。 

 

育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、交付対象水田は、５年間に一度の水張りを行

わない場合、交付対象水田から除かれることとなります。 



   
 

   
 

 問 答 

３－８ 育苗ハウスのある交付対象水

田を、作物が作付けされた他

の交付対象水田と合筆したう

えで、作物作付け部分のみに

水張りを行った場合、合筆後

の交付対象水田全体で水張り

を行ったものとみなすことは

可能か。 

 交付対象水田の水田機能は、一筆ごとに確認することとなります。そのため、ほ場

全体ではなく部分的に湛水した場合は、「水張り」とは認められません。 

３－９ 飼料作物のうち牧草につい

て、ほ場の一部のみをは種

（草地更新）する場合の扱い

いかん。 

１ 播種を行った面積は 3.5万/10a、それ以外については１万円/10aとなります。 

 

２ なお、牧草については、営農計画書提出時には種を行う農地を農業者が申告する

とともに、作付面積の確認と併せて、は種記録によりは種の実施状況を確認するこ

ととします。 

 

３ その際、地域の普及組織や種苗会社等が指導する適正は種量に基づき、ほ場全体

には種（草地更新）する場合以外は、実際のは種量と適正は種量を基に、は種面積

（3.5万円/10aの対象面積）を算出することとなります。 

  



   
 

   
 

 問 答 

４－１ 「畑地化促進事業（令和４年

度補正予算）」に加え、当初

予算でも「畑地化促進助成」

を計上する理由いかん。 

１ 畑地化に対する支援については、これまでも毎年度当初予算の「水田活用の直接

支払交付金」において、支援メニューを措置してきたところです。 

 

２ こうした中で、５年産において国産需要のある麦・大豆等の畑作物の本作化をこ

れまで以上に強力に推進するために、４年度補正予算において「畑地化促進事業」

を措置したところです。 

 

３ これら当初予算と補正予算を合わせて、畑作物の本作化を推進していく考えで

す。 

 

４－２ 令和６年度以降の畑地化支援

の単価いかん。高収益作物の

畑地化支援単価は 17.5万円

が継続されるのか。 

 

１ これまで、高収益作物への計画的な転換・定着を強力に推進する観点から、農林

水産省の方針として、高収益作物畑地化支援については令和５年度まで 17.5万円

/10a（高収益作物による畑地化）の単価で支援することをお示ししてきたところで

す。 

 

２ 令和６年以降の支援単価については、畑地化の取組の進捗状況を踏まえつつ、従

来の単価（10.5万円/10a）による支援を基本として、具体的な支援単価について

は毎年の予算編成過程において検討してまいります。なお、主食用米の需要が一貫

して減少しつつあることも踏まえつつ、産地におかれては、可能な限り、早期に将

来の産地形成に向けた話し合いや取組に着手いただくことが大切であると考えてい

ます。 

 

 
 



   
 

   
 

 問 答 

５－１ 畑地化促進事業を措置した

狙いいかん。 

１ 水田を活用して生産しているコメ、麦、大豆など、いずれも「需要に応じた生産」

を進めていただくことが重要であり、 

① 畑作物の生産が定着した水田においては、畑地化を進め、 

② 水田機能を維持しつつ転換作物を生産する産地は、ブロックローテーションを進

める 

 ことで、畑作物の生産性を高めながら、作付けの定着を図っていくことが重要です。 

 

２ このため、今般の補正予算においては、 

① 水田を畑地化して畑作物の定着等を図る取組に対し、一定期間の伴走支援を措置

するほか 

② 各産地において畑地化やブロックローテーションを推進していくに当たって、話

し合いなどの関係者間の調整に要する経費や、畑地化に伴い土地改良区に対して支

払う必要が生じる経費（地区除外決済金や協力金）について支援 

を行うことで、各産地における畑地化の取組などを後押ししていく考えです。 

 

５－２ 畑地化支援は、従来の水田

活用の直接支払交付金にお

ける「畑地化支援」と要件・

単価の変更はあるのか。 

 

従来の「畑地化支援」から要件に変更はありません。なお、令和４年度補正予算にお

ける支援単価は、高収益作物については従来どおり 17.5 万円/10a ですが、その他の畑

作物については 14.0万円/10aと拡充しています。 

  



   
 

   
 

 問 答 

５－２－１ 畑地化支援の「団地化要件」

はどのようなものか。 

畑地化の取組に係る団地化要件を満たすのは、 

①  令和５年度において畑地化の活用を検討している農地のみで「おおむね団地化さ

れた畑地」と認められる場合のほか、 

②  当該農地に加えて、 

ア 前年度から遡って過去４年以上連続して水稲以外の作物が作付けられており、

かつ、当年度も水稲以外の作物の作付けが予定されている農地 

イ 令和４年度までに畑地化の取組の対象となった農地 

のいずれかと併せることによって「おおむね団地化された畑地」と認められる場合 

となります。 

 

なお、②のア又はイのいずれかで要件を満たした場合であっても、畑地化支援の交付

対象面積は、あくまで、令和５年度において畑地化の活用を検討している農地の面積と

なります。 

 

５－２－２ 畑地化支援における「おお

むね団地化した畑地」は、ど

のような基準で判断するの

か。面積要件はないのか。 

「おおむね団地化された畑地」は、具体的な一定の面積要件などは設けていませんの

で、地域農業再生協議会が、品目や地域の特性等に鑑み、地域における土地利用の観点

から効率的な営農が図られているかどうかにより、判断してください。 

 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

５－３ 畑地化支援は、地目の変更も

求められるのか。 

畑地化の取組は、当該農地を交付対象水田から除外する取組を指すものであり、地目

の変更を求めるものではありません。農地台帳等における現況地目については、農業委

員会において適切に判断するようお願いします。 

 

５－４ 畑地化支援は、土地所有者も

活用可能か。 

本事業の交付対象者は、販売農家（耕作者）です。ただし、畑地化支援の活用の際に

は、土地所有者等の関係者と調整・合意のうえで交付申請を行ってください。 

 

５－５ 耕作者と土地所有者との合意

が得られないまま、耕作者の

独断で畑地化（交付対象水田

から除外）の取組を行った場

合、土地所有者とトラブルに

なるのではないか。 

 

１ 畑地化（交付対象水田からの除外）の取組に際しては、借地の場合には、賃借人

（耕作者）が土地所有者の理解を得ることが必要です。 

 

２ 加えて、地域農業再生協議会等においても、土地所有者や土地改良区など地域の関

係者の理解を醸成する取組等を進めていくことが重要であり、畑地化やブロックロ

ーテーションに向けた、関係者による協議や説明等の活動を行う場合は、今回措置し

た「産地づくりに向けた体制構築支援」等も活用可能です。 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

５－６ 畑地化支援は、畑地化の取組

後５年間の途中で耕作者や所

有者が変更となった場合も、

当該５年間は水稲以外の販売

作物を作付ける要件は継続す

るのか。 

 

畑地化支援を活用した農地においては、交付後５年間、水稲以外の販売作物を作

付け・販売する必要があるため、途中で耕作者が変更された場合は、残りの期間に

ついて、変更後の耕作者が要件を継承して耕作することとなります。 

５－７ 畑地化支援において、「交付が

行われてから５年間」とは、

活用した年も含まれるのか。 

 

「交付が行われてから５年間」は、交付を受けた年度を含めた５年間です。 

５－８ 畑地化支援を活用して交付対

象外となった農地について、畑

地化後６年目以降に水稲の作

付けは可能となるのか。 

１ 畑地化支援においては、畑地化の取組後５年間は水稲以外の販売作物を作付けす

る必要があります。取組後６年目以降の作付けに関する制限はありませんが、畑地

化支援は、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進する

ことが目的であることから、取組後６年目以降に水稲を作付けすることは、本支援

の趣旨に沿わないため、望ましくありません。 

 

２ 平成 30 年度以降は、生産数量目標の配分を廃止したところであり、主食用米の

需要が毎年減少していくと見込まれている中、今後も、産地における取組方針等を

踏まえて、自らの経営判断による「需要用に応じた生産・販売」を着実に推進して

いただくようお願いします。 

 

３ なお、畑地化した農地は６年目以降も交付対象水田になることはありません。 

 



   
 

   
 

 問 答 

５－９ 定着促進支援（高収益作物定

着促進支援・畑作物定着促進

支援）の活用について、水田

農業高収益化推進計画の策定

は引き続き必須なのか。 

 

本事業においては必須ではありません。水田農業高収益化推進計画の策定の有無

にかかわらず、高収益作物定着促進支援や畑作物定着促進支援を活用することが可

能です。 

５－10 水田農業高収益化推進計画を

策定した場合、支援の活用上

メリットはあるのか。 

水田農業高収益化推進計画に位置づけられた者が高収益作物定着促進支援を活用

する場合、 

① 果樹などの永年性作物については、原則として導入初年度（地域の実情に応じ

て導入２年目でも可）ですが、野菜等その他の高収益作物については支援最終年

度の翌年度（導入６年目）までに畑地化を行えば要件を満たすこととします。 

② 畑地化により交付対象外水田となっていても、定着促進支援の支援期間内に限

り産地交付金（高収益作物関係）の交付を受けることが可能です。 

 

５－11 畑作物定着促進支援と高収益

作物定着促進支援の対象とな

る年産の考え方いかん。 

支援対象については、今般の水田活用の直接支払交付金の方針を受け、畑地化する

取組を支援することとしていることから、令和４年産または５年産で畑地化に取り組

む者が、畑地化して畑作物の作付けを行う面積全体、すなわち拡大分のみならず継続

作付分も含めた面積が対象となります。 

 

５－12 定着促進支援は、支援前後で作

付面積を拡大させる必要があ

るのか。 

 

 必ずしも拡大する必要はないため、継続作付分のみによる活用も可能です。 

  



   
 

   
 

 問 答 

５－13 畑作物定着促進支援の対象と

なる作物の範囲いかん。 

畑作物定着促進については、麦、大豆、牧草を含む飼料作物、子実用とうもろこ

し、そば、なたね等の、水稲以外の販売作物が対象となります。 

 

５－14 畑作物には、地力増進作物も

含まれるのか。 

畑地化支援や畑作物定着促進支援の交付対象となる作物は、「販売を目的とした作

物」であることから、地力増進作物は対象とはなりません。 

 

５－15 １年目の作付品目が高収益作

物で２年目以降は畑作物の場

合など、５年間で高収益作物

とその他の畑作物の両方を作

付ける場合は、高収益作物定

着促進支援と畑作物定着促進

支援のいずれも活用可能なの

か。 

 

取組開始年から５年間継続して高収益作物のみを作付けする場合は高収益作物定着

促進支援が活用可能ですが、本件のように５年間のうちに高収益作物以外の作物を作

付ける場合は、その要件に該当しないため、畑作物定着促進支援のみの活用が可能で

す。 

５－16 定着促進支援と畑地化支援は

必ず同時に活用する必要があ

るのか。 

１ 定着促進支援を活用する場合は、原則として、初年度における畑地化の取組の実

施が要件です。 

 

２ 水田農業高収益化推進計画に位置づけられた者が高収益作物定着促進支援を活用

する場合のみ、支援初年度に畑地化を行わなくても、支援最終年度の翌年度までに

畑地化を行えば要件を満たすこととなります。 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

５－17 定着促進支援は、５年間の取

組の途中で耕作者や所有者が

変更となった場合も、残りの

年数を変更後の者が活用する

ことは可能なのか。 

 

定着促進支援を活用した農地においては、取組開始後５年間、高収益作物または一

般作物（高収益作物定着促進支援の場合は高収益作物のみ）を作付けする必要がある

ため、途中で耕作者が変更された場合は、変更後の耕作者が要件を継承して耕作する

ことで、残りの支援期間について、毎年交付金を受け取ることが可能です。 

５－18 農業経営基盤強化準備金と各

事業の関係いかん。 

１ 農業経営基盤強化準備金については、従来から対象となっていた「水田活用の直

接支払交付金」に加えて、「コメ新市場開拓等促進事業」、「畑作物産地形成促進事業」

及び「畑地化促進事業」も対象となります。 

 

２ ただし、水田活用の直接支払交付金（のうち畑地化促進助成）及び畑地化促進事

業における「産地づくり体制構築等支援」は対象外となるのでご留意ください。 

 

 

  



   
 

   
 

 問 答 

要件確認関係 

６－１－

１ 

事業の要件を満たせず、地域

農業再生協議会が７月 31 日

までに要件確認通知書を発行

できなかった場合、配分対象

予定者をどのように取り扱う

のか。 

１ 畑地化促進事業の要件が満たせていないため、今回は畑地化促進事業ではなく、

水田活用の直接支払交付金による支援を受けることが可能です。 

 

２ この場合において、申請者による再交付申請手続は不要ですが、地域農業再生協

議会は交付申請書及び営農計画書の修正等を行ってください。 

 

６－１－

２ 

これまで（昨年度までの水田

農業高収益推進助成）は地域

における話し合いや合意が行

われたことが客観的に確認で

きる資料の提出を求めていな

かったが、なぜ今回当該資料

の提出を求めるのか。 

 

１ 畑地化を円滑に進めるためには、水田地帯に畑地が点在するような虫食い状の畑

地化が行われるなど、後々トラブルにならないようにすることが重要です。 

 

２ このことは、令和５年３月 28日付け事務連絡においても注意喚起をしているとこ

ろです。 

６－１－

３ 

要望調査時には、地域におけ

る話し合いや合意を行うこと

を求められていたが、客観的

に確認できる資料の提出は示

されていなかった。内報前に

話し合いや合意を行っていた

が書類として残していない場

合、どのようにすれば良いか。 

１ 事後的にトラブルにならないようにするために、合意が確認できる議事録等の客

観的に確認できる資料を作成してください。 

 

２ なお、これから話し合いや合意が行われる場合も同様に、合意が確認できる議事

録等の客観的に確認できる資料を作成してください。 

 



   
 

   
 

 問 答 

６－１－

４ 

配分対象予定者の水田に係る

要件確認申請に必要な添付資

料について、地域協議会が事

前に取りまとめて保有してい

た場合も配分対象予定者から

要件確認申請時に添付資料と

して提出してもらう必要があ

るのか。 

配分対象予定者からの提出前に地域農業再生協議会が既に保有している添付資料が

ある場合は、配分対象予定者から改めて提出する必要はありません。 

６－１－

５ 

地域における話し合いや合意

について、口頭での確認は可

能か。 

地域における話し合いや合意については、事後的にトラブルにならないようにする

ために、口頭での確認ではなく、合意が確認できる議事録等の客観的に確認できる資

料により確認をお願いします。 

 

６－１－

６ 

団地化の話し合いを行って合

意も取ったが、共に団地化す

る予定の一部の者が配分対象

保留者となったため、団地化

できずに虫食い状態となった

り、ブロックローテーション

に支障が出るおそれがある。

この場合、配分対象予定者は

交付要件を満たしていると言

えるのか。 

１ 地域において将来的な団地化に向けて話し合っていただき、本来は団地化する予

定の者の一部に配分対象保留者がいたとしても、 

① 事後的にトラブルになることがないか 

② 配分対象保留者が次年度以降引き続き畑地化を要望して将来的な団地化がおお

むね望めるかどうか 

といった観点で交付要件を満たしているか判断してください。 

 

２ その上で支障が出るおそれがあると判断される場合は、交付要件を満たしている

とは言えません。 

 
  



   
 

   
 

 問 答 

６－１－

７ 

地域農業再生協議会による要

件確認が行われる前に既に畦

畔撤去等を行ってしまった者

がいた場合、どのように取り

扱うのか。 

１ 本事業は、畑作物が連続して作付けられている水田を畑地化し、畑作物の定着を

図ること等を目的としており、既に交付対象水田の要件を満たしていない場合は、

配分対象予定者・配分対象保留者のどちらであっても本事業の要件を満たしていな

いため、事業の交付対象外となりますのでご留意ください。 

 

２ また、この場合、水田活用の直接支払交付金においても交付対象外となります。 

 

３ このため、畦畔撤去等は、配分対象予定者・配分対象保留者のどちらであっても

正式な配分通知（経営所得安定対策等実施要綱様式第 16－１号）を受けた後に行っ

てください。 

 

 
  



   
 

   
 

 問 答 

配分対象保留者関係 

６－２－

１ 

今回配分予定額が通知されな

かった者は、支援を受けられ

ないのか。 

１ 今回の１次配分予定額が通知されなかった者については、申請は「保留」扱いと

なります。 

 

２ 本年秋に２次配分を行う予定ですので、今回「保留」となった者は、２次配分に

向けて地域で話し合いを進めていただき、地域の合意形成を進めていただきます。 

 

３ なお、２次配分においても配分されなかった場合でも、水田活用の直接支払交付

金による支援を受けることが可能です。ただし、６－１－７に記載のとおり事前に

畦畔撤去等を行ってしまうと交付対象外となりますので御留意願います。 

 

６－２－

２ 

配分対象保留者について６月

30日までに要件確認申請を行

う必要があるのか。 

１ ６月 30日までの要件確認申請は、１次配分対象予定者が行う必要があります。 

 

２ 配分対象保留者は６月 30日までに交付申請書及び営農計画書の提出を行い、秋の

２次配分に向けて引き続き地域の合意形成を進めてください。 

 

６－２－

３ 

配分対象保留者は本年秋に予

定されている２次配分におい

て再度交付申請書を提出する

必要があるのか。 

 ２次配分において、申請者による再交付申請手続は不要ですが、地域農業再生協議

会は必要に応じて交付申請書及び営農計画書の修正等を行ってください。 

  



   
 

   
 

 問 答 

６－２－

４ 

配分対象保留者が秋の２次配

分においても配分されなかっ

た場合はどうなるのか。 

１ ２次配分されなかった場合でも、水田活用の直接支払交付金による支援を受ける

ことが可能です。 

 

２ ただし、６－１－７に記載のとおり事前に畦畔撤去等を行ってしまうと交付対象

外となりますので御留意願います。 

 

６－２－

５ 

配分対象保留者が畑地化促進

事業の支援を希望しない場合

の取扱いはどうなるのか。 

１ 配分対象保留者が、状況の変化により、本事業の交付を希望しなくなった場合は、

水田活用の直接支払交付金による支援を受けることが可能です。 

 

２ ただし、６－１－７に記載のとおり事前に畦畔撤去等を行ってしまうと交付対象

外となりますので御留意願います。 

 

 

 問 答 

交付申請関係 

６－３－

１ 

定着促進支援について、要望

調査で一括交付を希望してい

たが、一括交付で受け取れる

のか。 

今回の配分対象予定者は、全て分割交付となります。 

 

 
 
 
 



   
 

   
 

 問 答 

その他 

６－４－

１ 

２次配分のスケジュールを知

りたい。 

具体的なスケジュールはまだ確定していませんが、本年秋に行うことを想定をして

います。 

６－４－

２ 

今回畑地化した者の属する地

域農業再生協議会において、

産地交付金の影響はあるの

か。 

当該協議会において、転換面積の減少や畑地化等によって産地交付金の対象面積の

減少が見込まれる場合、当該減少分について追加配分の際に調整等を行う場合があり

ます。 

 


